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大崎市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

大崎市乳幼児医療費の助成に関する条例（平成１８年大崎市条例第１５５号）

の一部を次のとおり改正する。

第４条第１項中「（４歳以上の者（月の途中で４歳に達する者を除く。）につ

いては，入院に係るものに限る。）」を削る。

附 則

この条例は，平成１９年４月１日から施行する。


